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定款一部変更に関するお知らせ 
 

当社は、平成 26 年１月 14 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 26 年２月 25

日開催予定の第 67 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知ら

せいたします。  

 

記 

 １．定款変更の目的 

   当社および当社子会社の事業内容の拡大および多様化に伴い、現行定款第２条（目的）事項の

追加を行い、号文の新設に伴い号数の繰り下げを行うものであります。 

  

 ２．定款変更の内容 

   変更の内容は、次のとおりであります。 

（下線は変更部分） 

現 行 定 款 変  更  案 

（目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とす

る。 

(1) 次の物品の国内販売、輸出入貿易、リース、

代理、仲介、古物売買の事業 

 ① 金属加工機械、工作機械器具、同工具、油圧

空圧機器、動力伝導装置、包装荷造機械、 

   製缶機械、プラスチック加工機械、繊維機械、

食料品加工機械、ベアリング、搬送機器、同

装置、自動立体倉庫、産業用ロボット、公害

防止機器、溶接機械、工業炉 

 

 ② 土木建設機械、基礎工事用機械、荷役運搬機

械、鉱山機械、採石機械、車両、船舶、発電

機、電動機 

 

（目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とす

る。 

１ 次の物品の国内販売、輸出入貿易、リース、代

理、仲介、古物売買の事業 

① 金属加工機械、工作機械器具、同工具、油圧

空圧機器、動力伝導装置、包装荷造機械、 

   製缶機械、プラスチック加工機械、繊維機械、

食料品加工機械、食品冷凍・冷蔵装置、ベア

リング、搬送機器、同装置、自動立体倉庫、

産業用ロボット、公害防止機器、溶接機械、

工業炉 

 ② 土木建設機械、基礎工事用機械、荷役運搬機

械、鉱山機械、採石機械、車両、船舶、発電

機、電動機、立体駐車装置 
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 ③ 計量器、測定測量機器、試験器、医療用機械

器具 

  

        （新 設） 

 

        （新 設） 

 

④ 家庭用電気機械器具、住宅設備機器、コンピ

ューター機器、通信機器、日用雑貨、スポー

ツ用品 

(2) 前各号に関連する機械の設計および設置工事

の請負、監理、賃貸、修理業 

       （新   設） 

 

(3) 電気通信事業者の電話加入契約の媒介代理業 

(4) 有価証券の保有および運用 

(5) 不動産の売買、管理、賃貸および仲介 

(6) 建築工事、機械器具設置工事および建具工事

の設計、施工、管理、請負 

(7) 塗装工事の設計、施工、管理、請負 

(8) 建物の保安および清掃管理 

(9) 印刷機械の冷却循環装置および印刷機械周辺

機器の製造、販売、賃貸、輸出入業 

(10) 損害保険代理店業 

(11)  生命保険の募集業務 

(12) 前各号に付帯関連する一切の事業 

 

 ③ 計量器、測定測量機器、試験器、医療用機械

器具 

 ④ 自動車、二輪車、輸送用車両、その他輸送用

機器ならびにその部品 

 ⑤ 食料品、ならびにその原料、飼料、肥料、農

水産物およびその加工品 

 

⑥ 家庭用電気機械器具、住宅設備機器、コンピ

ューター機器、通信機器、日用雑貨、スポー

ツ用品 

２ 前各号に関連する機械の設計および設置工事

の請負、監理、賃貸、修理業 

３ 陸上運送業、海上運送業、航空運送業およびそ

れらの代理業、倉庫業ならびに通関業 

４ 電気通信事業者の電話加入契約の媒介代理業 

５ 有価証券の保有および運用 

６ 不動産の売買、管理、賃貸および仲介 

７ 建築工事、機械器具設置工事および建具工事の

設計、施工、管理、請負 

８ 塗装工事の設計、施工、管理、請負 

９ 建物の保安および清掃管理 

10 印刷機械の冷却循環装置および印刷機械周辺

機器の製造、販売、賃貸、輸出入業 

11 損害保険代理店業 

12  生命保険の募集業務 

13 前各号に付帯関連する一切の事業 

 

 

 ３．定款変更の日程 

  （1）定款変更のための株主総会開催日  平成 26 年 2 月 25 日 

   (2) 定款変更の効力発生日       平成 26 年 2 月 25 日 

 

以 上 


